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関川流域の治水安全度向上に向けて
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近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発

出典：「流域治水」の基本的な考え方（国土交通省 水管理・国土保全局）資料より 1



気候変動による水災害の頻発化・激甚化

出典：「流域治水」の基本的な考え方（国土交通省 水管理・国土保全局）資料より 2



気候変動による水災害の頻発化・激甚化

出典：「流域治水」の基本的な考え方（国土交通省 水管理・国土保全局）資料より 3



気候変動を踏まえた水災害のあり方について

施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える、水防災意識社会の再構築
洪水防御の効果の高いハード対策と命を守るための避難対策とのソフト対策の組合せ

今後も水災害が激化。これまでの
水災害対策では安全度の早期向上
に限界があるため、整備の加速と、
対策手法の充実が必要。

気候変動の影響

人口減少や少子高齢化が進む中、
「コンパクト+ネットワーク」を
基本とした国土形成により地域の
活力を維持するためにも、水災害
に強い安全・安心なまちづくりが
必要。

社会の動向

5GやAI技術やビッグデータの活
用、情報通信技術の進展は著しく、
これらの技術を避難行動の支援や
防災施策にも活用していくことが
必要。

技術革新

○ 近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪
水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、あらゆる関
係者が協働して流域全体で行う、流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流となる社会を目指す。

これまでの対策

こ
れ
か
ら
の
対
策

気候変動を踏まえた、計画の見直し

持続可能性

将来にわたり、継続的に対策に
取組、社会や経済を発展させる

河川の流域全体のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う持続可能な治水対策

「流域治水」への転換

強靭性

甚大な被害を回避し、早期復旧・
復興まで見据えて、事前に備える

包摂性

あらゆる主体が協力して
対策に取り組む

変

化

対策の
重要な
観点
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「流域治水」の施策のイメージ

出典：「流域治水」の基本的な考え方（国土交通省 水管理・国土保全局）資料より 5



関川・姫川流域治水協議会

妙高市長 上越市長 信濃町長 飯山市長

糸魚川市長 大町市長 白馬村長 小谷村長

新潟県上越地域振興局地域整備部長 新潟県上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所長

新潟県上越地域振興局農林振興部長 新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所長

新潟県糸魚川地域振興局地域整備部長 新潟県糸魚川地域振興局農林振興部長

長野県建設部河川課長 長野県建設部砂防課長

長野県林務部森林づくり推進課長 長野県長野建設事務所長

長野県北信建設事務所長 長野県大町建設事務所長

長野県姫川砂防事務所長

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター新潟水源林整備事務所長

中部電力株式会社再生可能エネルギーカンパニー長野水力センター所長

農林水産省北陸農政局地方参事官 農林水産省関東農政局地方参事官

農林水産省関東森林管理局上越森林管理署長 国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所長

国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所長

〈オブザーバー〉※第３回追加

東日本旅客鉄道株式会社新潟支社長 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社長

えちごトキめき鉄道（株）代表取締役社長

近年の気候変動による水災害リスクの増大に対し、流域内のあらゆる関係者が協働で対応する「流域治水」への転
換を目的に、関川・姫川流域治水協議会を設置。
国、流域自治体、企業等が協働し、「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対
策」、「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」からなる「関川・姫川流域治水プロジェクト」としてとりまとめ公表

第1回 令和2年9月15日
第2回 令和3年3月11日
第3回 令和4年3月24日

ＷＥＢ会議の様子

高田河川国道事務所長 による事務局挨拶

上越地域整備部長 による閉会挨拶（web)

■関川・姫川流域治水協議会構成員

■開催状況

関川水系流域治水プロジェクト・姫川水系流域治水プロジェクトを策定

【第２回の開催の様子】
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関川水系流域治水プロジェクトの策定
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関川水系流域治水プロジェクトの策定
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関川水系流域治水プロジェクトの策定
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関川水系流域治水プロジェクトの策定
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上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が一体となって、多層的・複合的に「流域治水」を推進する。

関川水系流域治水プロジェクトの具体的な取組
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関川流域における被害軽減に向けた取り組み

流域治水プロジェクトのほか、流域内の企業では、過去の出水の経験を踏まえ独自の自衛策に取り組んでいる。
上越市では、排水ポンプ車を配備し浸水に備えているほか、『大規模開発行為に伴う調整池等計画のてびき（新潟
県）』に則り、大規模開発時には貯水機能を設けている。

企業の取り組み

上越市
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（信越化学工業株式会社）

（三菱ケミカルハイテクニカ株式会社）

（大平洋特殊鋳造株式会社）

防水壁の設置

ポンプでの排水
（平成29年台風第19号 冠水・排水状況）

水門・排水設備の設置
（イメージ図）

排水ポンプ車の配備



関川流域の治水安全度向上に向けて

関川の流域の治水安全度を向上させるためには、国・県・市町・企業・住民といったあらゆる関係者それぞれが主体
となって、流域における各地区で水害に強いまちづくりを行う「流域治水」を進める必要がある。

関川流域における水害に強いまちづくり
＝関川における流域治水

関川水系 河川整備
（国・県・市の取り組み）

保倉川放水路
周辺まちづくり

保
倉
川
放
水
路
整
備

企業の取り組み

住民の
取り組み

行政の
取り組み

○○地区
まちづくり

企業の
取り組み

住民の
取り組み

市の
取り組み

○○地区
まちづくり

住民の
取り組み

市の
取り組み

関川流域

例）まるごとまちごとハザードマップ
例）コミュニティタイムライン 13

例）利水ダムの事前放流

例）浸水対策、
BCP策定



関川流域の治水安全度向上に向けて

気候変動を踏まえた検討 関川水系流域治水プロジェクトの推進

関川流域

全国的な動き

気候変動の影響 社会の動向 技術革新

気候変動を踏まえた、計画の見直し

持続可能性

河川の流域全体のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う持続可能な治水対策

「流域治水」への転換

強靭性 包摂性

変化

対策の重要な観点

これからの対策

水害に強い豊かな地域づくりのため、「気候変動を踏まえた検討」と「関川水系流域治水プロジェクトの推進」を実施
し、保倉川放水路を含めた関川全体で治水安全度を向上させていく取り組みを実施する。

水害に強いゆたかな地域づくり 14

防災まちづくり 地域のコミュニティ形成 にぎわいの場の創出

流域全体で行う治水対策・まちづくり基本方針や整備計画への反映



関川水系河川整備基本方針と河川整備計画

第1～11回 関川流域委員会（平成12～18年度）

関川水系河川整備基本方針 策定
【河川整備を行うに当たっての長期的な基本方針及び河川整備の基本となるべき事項を定めるもの】

令和４年度以降 関川水系河川整備計画 変更

第1～４回 関川・保倉川治水対策検討部会（平成27年～29年度）

事業再評価（北陸地方整備局事業監視委員会）(平成26年度) 関川直轄河川改修事業

関川水系河川整備計画 策定
【概ね30年間における河川整備の目標、河川工事や維持に関する事項を定めるもの】

第1～12回 ワーキンググループ（平成15～19年度）

第20、21回 関川流域委員会（令和２年度） 概略ルート公表・決定

H15.10 アンケート「川や水に対する意識調査」
H16年度 アンケート結果に関する説明会
H17年度 第1回関川流域フォーラム
H18年度 車座方式意見交換会、川の見学会、川のワークショップ、第2回関川流域ﾌｫｰﾗﾑ

平成19年3月

平成21年3月

第12～17回 関川流域委員会（平成19年度）

第18回 関川流域委員会（平成27年度）

第19回 関川流域委員会（平成29年度） 再点検

事業再評価（北陸地方整備局事業監視委員会）(平成29年度) 関川直轄河川改修事業
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第22回 関川流域委員会（令和３年度）



流域委員会の進め方

意見募集・住民説明会結果とその対応について
今後の進め方（案）について

第21回流域委員会

流域委員会

関川水系
河川整備計画

流
域
住
民
と
の
意
見
交
換

令和４年度～

令和２年度

河川整備計画

変更原案
変更案

前回委員会からの進捗状況等
まちづくり検討の進め方について
関川流域の治水安全度向上に向けて

第22回流域委員会
令和３年度

点検
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気候変動を踏まえた検討

流域治水

まちづくり

できるかぎり多くの流域住民の皆さんの意見を河川整備に反映していくため、流域委員会で気候変動を踏まえた検
討結果や流域治水、まちづくりについて議論を行っていく。

関川・保倉川流域における河川整備
・関川・保倉川に関すること
・保倉川放水路に関すること


